
唐
砂
本
唐
令
の
一
遺
文
回

那
　
波

利
　
貞

　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
私
は
此
等
の
断
簡
の
遺
文
が
決
し
て
現
存
の
『
大
唐
六
典
』
の
壁
代
爲
本
の
零
墨
に
非
ざ
る
こ
と
を
屡
ダ
指
摘
し
た
る

と
共
に
、
其
の
内
容
が
『
大
唐
六
典
』
の
東
宮
愈
愈
の
條
に
酷
似
す
る
を
謂
っ
π
。
而
し
て
既
に
転
ぶ
る
通
り
、
後
に
紹

介
せ
む
と
す
る
『
第
五
断
簡
』
と
合
せ
て
合
計
五
片
の
残
簡
は
、
其
の
内
容
の
脈
絡
も
な
く
、
順
序
混
草
し
て
糊
も
て
明

に
連
ね
ら
れ
て
あ
る
か
ら
、
先
づ
私
の
考
定
し
た
通
り
の
順
序
に
排
令
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
が
、
急
心
に
謂
へ
ば
た

と
ひ
其
の
筆
致
、
其
の
紙
質
が
同
一
な
り
と
て
も
、
通
し
も
之
が
元
來
一
憲
の
も
の
で
あ
っ
た
か
否
や
は
不
明
な
の
で
あ

り
、
『
翰
墨
断
簡
』
よ
り
『
第
四
断
簡
』
ま
で
の
四
片
が
同
心
の
も
の
で
あ
っ
て
も
『
第
五
断
簡
』
が
平
し
も
同
母
の
も
の
な

り
し
か
否
や
こ
れ
身
上
で
な
い
○
故
に
此
の
五
噺
簡
を
一
病
の
も
の
と
見
て
容
易
に
鋼
重
を
下
さ
む
は
早
計
の
殿
を
免

れ
す
、
學
術
的
立
脚
地
よ
り
す
れ
ば
、
如
何
し
て
も
各
断
簡
に
つ
き
て
別
個
的
に
嚴
密
な
る
研
究
を
加
へ
、
其
の
結
果
を

綜
合
し
て
結
論
を
與
へ
な
け
れ
ば
な
ら
訟
。
研
究
の
結
果
は
或
は
二
種
類
以
上
の
残
簡
が
混
合
し
て
居
る
と
謂
ふ
虞
が

あ
る
か
も
早
れ
諏
。
勿
っ
て
私
は
科
學
的
研
究
を
爲
さ
む
と
す
る
立
脚
地
よ
り
、
順
次
各
断
簡
所
見
の
官
名
其
の
他
を

　
　
　
　
唐
円
本
麿
令
の
一
瀧
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
四
號
　
　
七
一
五

（65）



　
　
　
　
唐
妙
台
密
一
令
の
一
網
一
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
　
・
七
一
六

研
究
し
て
、
此
の
遣
文
所
見
の
官
制
が
大
薫
風
代
頃
の
も
の
な
る
か
を
考
察
し
た
い
。

　
却
滋
藤
の
羅
文
に
は
説
明
的
草
子
地
の
丈
無
き
爲
、
比
較
研
究
上
の
要
庭
と
な
る
べ
き
も
の
は
自
然
官
職
名
の
み
で

あ
る
。
而
し
て
官
職
名
に
は
そ
れ
一
そ
の
創
概
改
壌
の
浴
革
が
あ
れ
ば
、
其
の
沿
革
を
討
諏
れ
ば
以
て
此
の
遺
文
所

見
の
職
員
金
の
實
施
せ
ら
れ
た
る
時
代
は
推
定
し
得
ら
れ
る
と
思
ふ
。
以
下
之
に
就
き
て
其
の
主
要
な
る
も
の
を
考
へ

る
。

　
　
　
む
　
　

　
司
経
局
鱗
脇
購
は
『
大
唐
六
典
』
懇
二
十
六
、
『
新
唐
書
』
百
官
志
第
三
十
九
上
等
に
そ
れ
ぐ
司
自
局
と
あ
る
が
、
其
の

浩
革
を
討
澱
れ
ば
實
に
階
代
謝
來
の
も
の
で
あ
る
。
唐
の
杜
佑
の
『
通
典
』
憲
三
十
、
職
官
十
二
、
太
子
庶
子
の
條
に
回

れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡

　
・
北
齊
土
蜂
坊
。
洗
馬
二
入
、
二
日
司
緯
局
。
畳
洗
馬
四
人
。
蝪
帝
減
二
面
。
大
唐
司
経
局
。
洗
馬
二
入
。
龍
朔
二

　
　
年
改
洗
馬
爲
司
経
大
夫
。
三
年
改
司
経
局
爲
桂
坊
。

　
と
あ
り
、
宋
の
王
溝
の
『
唐
會
要
』
懇
六
十
七
、
左
春
坊
の
條
に
は

　
　
重
壁
局
　
龍
朔
二
年
二
月
九
日
改
爲
桂
坊
。
詞
藻
左
春
坊
Q
管
崇
賢
館
。
傍
擬
太
子
文
學
四
員
。
司
直
三
三
。
威

　
　
亨
年
改
爲
司
経
局
ρ
傍
依
薔
隷
左
病
毒
。
其
崇
賢
館
及
司
直
並
依
善
。

　
と
み
れ
ば
、
司
経
史
な
る
名
籍
の
存
在
は
階
前
よ
り
唐
の
高
年
の
瀧
朔
二
年
（
西
暦
六
六
二
年
）
二
月
迄
か
或
は
龍
朔

三
年
（
西
暦
六
⊥
ハ
三
年
）
迄
か
と
、
高
冷
の
威
亨
（
西
暦
山
ハ
七
〇
一
同
六
七
三
年
）
年
間
以
後
か
で
あ
る
。
然
れ
ば
歯
質
局



の
名
羅
の
み
よ
り
観
れ
ば
、
此
の
遺
文
の
官
制
は
階
制
か
、
唐
初
よ
り
龍
朔
二
年
三
年
頃
迄
の
唐
制
か
、
威
亨
以
後
の
唐

制
か
の
三
者
の
中
の
一
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
濾
。
洗
馬
以
下
の
職
員
は
、
断
簡
に
て
は
洗
馬
、
主
命
史
、
警
吏
（
吏
ヵ
）
、
校
書
、

蝋
屈
、
墨
書
、
装
書
生
、
楷
書
命
吏
、
警
固
の
九
種
で
あ
る
が
覧
『
大
唐
六
典
』
に
て
は
洗
馬
、
文
學
、
校
書
、
正
字
の
四
種
が

焦
げ
ら
れ
、
『
新
吉
書
』
百
官
志
に
て
は
其
の
他
℃
註
記
し
て
録
事
、
書
令
史
、
書
吏
、
葉
書
、
楷
書
、
警
固
、
装
漬
匠
、

熟
紙
墨
、
筆
匠
の
諸
官
名
が
見
え
て
、
三
者
は
大
事
は
同
じ
で
あ
る
が
而
も
少
し
く
異
な
る
所
が
あ
り
、
三
者
の
記
載

が
同
一
官
制
に
基
い
て
記
載
上
に
於
て
の
み
繁
簡
の
差
を
生
じ
た
る
も
の
と
は
認
め
能
は
滋
。

　
　
　
　
　

洗
馬
騨
響
『
大
壁
ハ
典
』
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
階
門
下
坊
司
経
局
。
麗
洗
馬
四
人
。
從
五
品
下
。
至
大
業
主
管
二
人
、
皇
朝
因
之
。
龍
朔
二
年
。
改
爲
太
子
司
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
大
夫
℃
威
亨
元
年
復
僖
。

　
と
あ
り
、
『
通
典
』
所
見
の
前
掲
の
司
経
局
の
記
事
と
墾
照
す
れ
ば
、
洗
馬
の
官
の
存
在
實
施
は
司
経
局
の
名
と
等
し

く
、
晴
よ
り
唐
の
高
湿
の
瀧
朔
二
年
迄
か
、
或
は
高
卓
の
威
亨
元
年
（
西
暦
六
七
〇
年
）
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

き
　
む
　
む
　
む
　
む

　
〔
太
子
文
學
〕
　
『
大
唐
六
典
』
司
経
局
の
條
に
は
文
學
三
人
正
六
品
な
る
官
あ
り
、
こ
れ
此
の
断
簡
に
て
は
全
く
見
え

ざ
る
も
の
で
、
此
の
逡
文
の
官
制
の
時
代
を
研
究
す
る
上
に
於
て
は
肝
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
『
大
唐
六
典
』
に
て
は
其

の
浴
革
を
述
べ
て

　
　
魏
置
太
子
文
學
。
魏
武
爲
丞
相
。
命
司
馬
宣
王
爲
文
學
嶽
。
甚
爲
世
子
所
信
。
與
麗
質
朱
礫
軍
士
Q
號
爲
太
子
四

　
　
　
　
言
下
本
唐
令
の
一
遽
文
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
七
一
七



　
　
　
　
唐
妙
本
麿
令
の
一
澄
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
七
一
入

　
　
友
。
自
晋
之
後
不
置
。
至
後
髪
至
徳
三
年
Q
置
太
子
文
學
十
人
。
復
贋
。
皇
朝
顯
門
中
始
澱
Q

　
と
あ
り
、
『
通
典
』
巻
三
十
、
太
子
廉
子
の
條
に
は

　
　
文
學
。
漢
時
郡
及
王
國
。
並
有
文
學
。
而
東
宮
無
聞
。
魏
武
置
太
子
文
學
○
自
後
並
無
。
至
後
周
建
徳
三
年
。
太

　
　
子
文
學
十
人
。
後
門
。
瀧
朔
三
年
麗
太
子
文
學
四
員
。
属
桂
坊
。
桂
坊
壌
三
瀬
雌
竹
、
開
元
認
定
制
爲
工
員
。

　
と
あ
る
。
晋
以
後
一
答
申
せ
ら
れ
π
る
も
の
が
陳
の
業
主
の
至
徳
三
年
（
西
暦
五
八
五
年
）
に
復
興
せ
ら
れ
だ
る
か
、

後
周
の
建
徳
三
年
（
西
暦
五
七
四
年
）
に
復
興
せ
ら
れ
た
る
か
は
、
蕪
に
て
は
問
題
で
は
無
く
、
こ
れ
が
唐
初
に
置
か
れ

ざ
り
し
こ
ど
す
ら
明
と
な
ら
ば
宜
し
い
の
で
あ
る
。
苗
代
に
於
け
る
太
子
文
學
の
設
概
は
『
大
唐
六
典
』
は
高
宗
の
顯
畠

中
（
西
暦
六
五
六
一
六
六
〇
年
）
と
参
し
、
『
蓮
典
』
は
正
朔
三
年
（
西
暦
六
六
三
年
）
と
参
し
、
『
唐
手
要
』
は
前
掲
の
如
く

龍
朔
二
年
（
西
暦
六
六
二
年
）
と
諾
す
。
『
新
巻
書
』
『
蕾
唐
書
』
の
高
書
本
紀
に
は
こ
の
事
見
え
譲
が
、
『
蕾
麿
書
』
高
宗
本

紀
に
は
皇
太
子
代
王
弘
の
爲
に
東
宮
の
官
を
増
置
し
た
る
こ
と
を
龍
朔
三
年
二
月
に
繋
げ
て

　
　
龍
朔
三
年
…
…
二
月
…
…
癸
巳
置
太
子
左
右
立
命
及
桂
坊
大
夫
等
官
員
。
改
司
経
局
爲
桂
坊
。

　
と
あ
れ
ば
太
子
文
學
も
恐
ら
く
ば
此
の
際
設
け
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
東
宮
官
の
制
は
此
の

際
除
書
改
め
ら
れ
π
機
で
あ
る
Q
然
ら
ば
唐
朝
に
於
け
る
太
子
文
學
の
存
在
は
高
宗
の
龍
朔
三
年
以
後
よ
り
の
こ
と

で
、
唐
の
初
期
に
は
無
か
り
し
繹
で
あ
る
か
ら
、
此
の
遺
文
の
制
の
上
に
て
司
五
感
に
文
學
の
官
無
き
こ
と
の
み
よ
b

槻
れ
ば
、
此
の
制
が
擁
朔
三
年
以
前
の
唐
制
な
る
こ
と
を
知
り
得
ら
れ
る
。
但
し
太
子
文
學
の
官
は
階
代
に
も
設
け
ら

（6S）

亀



れ
ざ
う
し
官
な
れ
ば
、
理
論
上
は
晴
代
蓮
も
遡
る
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
之
は
太
子
文
學
の
官
の
有
無
と
い
ふ
見
地
の
み

よ
り
謂
ふ
べ
き
理
論
上
の
こ
と
で
、
實
際
は
後
に
太
子
中
含
人
の
條
に
て
謹
明
す
る
通
り
、
此
の
遺
交
所
見
の
官
制
は
決
’

し
て
階
制
た
り
得
る
筈
が
無
い
の
で
、
結
局
は
唐
初
以
後
、
高
宗
の
龍
朔
三
年
迄
の
問
の
制
と
爲
る
の
で
あ
る
。
又
『
大

唐
六
典
』
の
説
を
採
用
す
れ
ば
、
顯
慶
年
間
以
來
太
子
文
學
の
官
が
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
乃
ち
此
の
遺
文
の
も
の
は

唐
初
以
後
丸
薬
年
間
に
至
る
迄
の
聞
の
蕾
制
と
な
る
Q
何
れ
に
し
て
も
太
子
交
學
の
官
無
き
こ
と
の
み
よ
り
論
ず
れ
ば

唐
初
よ
り
顯
慶
年
間
迄
か
、
或
は
龍
朔
三
年
迄
の
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
る
諜
で
あ
る
。
・

　
　
　
　
　
　

　
典
麗
局
鱗
隔
騰
は
『
大
唐
六
典
』
恕
二
十
六
、
『
新
唐
書
』
百
官
志
第
三
十
九
上
に
も
何
れ
も
典
膳
局
と
あ
り
、
典
膳
局
の
・

名
は
北
齊
暴
羅
姦
じ
て
饗
は
無
い
か
ら
藤
を
・
に
足
ら
謹
選
雲
華
盆
ハ
膳
監
の
名
轡
は
多
闘

少
の
洛
革
が
あ
る
。

　
　
　
む
　
　

　
典
隣
…
監
聯
脈
脳
は
『
大
唐
…
⊥
ハ
血
腫
』
も
『
新
選
童
生
』
百
官
志
も
共
に
血
ハ
膳
郎
と
爲
っ
て
居
る
。
『
大
唐
六
血
ハ
』
憲
二
十
六
に
糠

れ
ば

　
・
寛
厳
隠
家
。
並
有
太
子
倉
官
。
北
爆
門
下
坊
。
始
別
製
饗
膳
局
。
有
監
丞
各
二
人
。
監
六
品
下
。
隔
改
爲
七
品
下
。

　
　
皇
朝
困
之
。
龍
朔
二
年
改
爲
太
子
典
膳
郎
。

　
と
あ
れ
ば
、
典
盤
面
の
名
は
北
齊
以
來
階
を
経
て
唐
初
ま
で
綴
逸
し
て
存
在
し
、
高
宗
の
龍
朔
二
年
（
西
暦
六
六
二

年
）
以
來
典
膳
郎
と
改
め
ら
れ
て
以
て
描
写
迄
及
ぷ
の
で
あ
る
。
從
っ
て
此
の
遺
文
の
典
膳
監
は
龍
朔
改
灘
以
前
の
蕾

　
　
　
　
麿
砂
嚢
鷹
令
の
一
路
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
第
四
號
　
七
一
九



　
　
　
　
唐
砂
質
唐
令
の
一
密
議
（
ご
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
四
號
　
　
七
二
〇

蒋
で
、
此
の
慰
文
の
官
制
が
龍
朔
二
年
以
前
の
奮
制
な
乃
こ
と
が
立
落
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
其
の
時
代
的
最
上
限
度
は

後
の
太
子
中
舎
人
の
條
に
て
考
謹
す
る
通
り
階
以
前
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

　
藥
藏
局
無
漏
購
は
北
齊
以
來
階
唐
を
通
じ
て
名
爾
に
獲
更
は
な
い
。
し
か
し
其
の
長
官
の
曾
爾
に
は
獲
遷
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

　
藥
藏
監
筋
脈
購
は
『
大
唐
六
典
』
も
『
新
唐
書
』
百
官
志
も
難
癖
…
郎
に
爲
っ
て
居
っ
て
、
『
大
唐
六
典
』
怒
二
十
六
に

　
，
北
齊
門
下
坊
。
領
藥
藏
郎
〔
局
ヵ
〕
。
有
監
丞
各
二
人
。
正
六
藪
下
。
侍
藥
四
人
置
正
七
館
下
。
階
門
下
坊
。
領
藥

　
　
藏
局
。
監
丞
二
人
。
侍
藥
羽
入
。
監
正
七
品
下
。
皇
朝
改
丁
爲
太
子
藥
二
郎
。

　
と
あ
）
、
『
通
典
』
憲
三
十
、
太
子
庶
子
の
條
に
も

　　

?
北
楚
制
。
大
唐
叢
局
。
有
郎
二
人
。
丞
二
入
。
郎
掌
和
鯉
幽
藥
之
事
。
丞
藝
。
　
　
　
四

　
と
あ
り
て
、
唐
に
て
は
最
初
よ
り
藥
聴
音
と
稽
し
、
藥
藏
監
は
階
代
ま
で
の
名
薦
の
如
く
記
し
て
居
る
が
、
之
は
蓋

し
誤
謬
な
る
べ
く
、
後
に
太
子
中
舎
人
の
條
に
考
誰
す
る
通
り
、
此
の
逡
文
の
官
制
は
決
し
て
階
制
に
非
ざ
れ
ば
、
唐
初

に
は
階
制
の
確
り
藥
藏
監
と
謝
し
た
る
若
干
の
時
代
の
存
し
た
る
こ
と
を
知
る
べ
く
以
て
、
『
大
唐
六
典
』
や
『
蓮
典
』
の

所
傳
の
誤
謬
を
訂
正
し
得
る
と
思
ふ
。
想
ふ
に
典
麗
監
、
典
麗
郎
の
名
欝
の
浴
革
及
び
次
の
内
圧
監
、
内
直
郎
の
名
聡

の
浴
革
等
よ
り
類
推
す
れ
ば
（
藥
臓
郎
と
改
蒋
せ
ら
れ
た
の
は
顯
慶
煙
弾
か
寧
ろ
龍
朔
二
年
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

　
内
直
訳
累
卵
脳
は
賦
質
の
門
下
坊
に
内
直
局
が
概
か
れ
て
以
來
の
名
親
に
し
て
、
唐
は
之
に
因
り
し
も
の
、
『
大
唐
六
・

血
ハ
巻
二
十
六
』
に
も
『
新
唐
書
』
百
官
志
に
も
内
直
厨
で
あ
る
。



　
む
　
　
　
む

　
内
直
監
鱗
肪
購
は
『
大
唐
六
典
』
窓
二
十
六
に

　
　
齊
悪
書
。
太
子
有
内
直
兵
局
内
香
香
史
電
解
。
五
品
勲
位
。
処
有
齊
内
曇
璽
主
衣
扶
侍
等
局
。
各
置
有
司
。
以
承

　
　
其
事
。
陳
因
之
。
北
齊
門
下
坊
。
字
指
内
局
。
有
内
直
監
訳
入
。
正
六
品
下
。
階
門
下
坊
、
領
内
調
髪
。
置
内
直

　
　
監
二
人
。
品
堅
甲
齊
。
皇
朝
因
之
。
粟
野
爾
螢
奉
御
。
瀧
朔
二
年
。
改
同
〔
爲
ヵ
〕
太
子
内
直
郎
。

　
と
あ
れ
ば
北
齊
、
踏
代
、
唐
初
と
何
れ
も
内
直
監
と
聡
し
、
高
宗
の
龍
朔
二
年
置
後
内
直
郎
と
改
総
さ
れ
だ
課
で
あ

る
。
『
遁
典
』
窓
三
十
に
唐
初
よ
り
内
直
郎
と
閉
し
た
る
も
の
の
如
き
記
載
を
着
せ
る
は
誤
謬
で
あ
る
と
謂
は
な
け
れ
ば

な
ら
澱
。
高
直
監
の
名
辮
の
み
よ
り
掌
れ
ば
、
此
の
遺
文
の
官
制
は
龍
朔
二
年
（
西
暦
六
六
二
年
）
以
前
の
も
の
た
る
こ

と
は
明
確
で
あ
・
が
・
そ
れ
呈
何
代
議
響
翫
べ
・
・
か
其
の
時
代
鍵
落
度
を
穿
羽
隠
が
・
之
は
次
の
李
…

中
直
人
の
官
名
よ
り
筋
雲
す
れ
ば
、
此
の
内
野
監
の
名
も
藥
藏
監
、
典
黒
黒
と
共
に
階
以
前
に
遡
り
得
ざ
る
課
で
、
結

局
は
こ
れ
階
制
に
は
非
す
し
て
唐
初
の
制
な
る
こ
と
が
立
評
せ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

　
齋
帥
局
並
卜
騎
は
『
大
唐
六
典
』
窓
二
十
六
、
『
新
端
書
』
百
官
志
第
三
十
九
上
等
に
は
共
に
典
設
局
に
作
ら
れ
、
『
大
唐

六
典
』
に
て
は

　
　
南
齊
青
鷺
居
局
。
齋
居
庫
永
＝
入
。
梁
論
調
内
局
。
各
置
有
司
。
以
承
其
事
。
陳
因
之
。
北
齊
門
下
坊
。
有
齋
司

　
　
局
。
有
太
子
齋
早
渡
閣
帥
各
二
人
。
太
チ
齋
帥
。
正
八
品
下
。
階
門
下
坊
領
齋
帥
局
。
有
齋
帥
四
人
。
正
七
品
下
。

　
　
皇
朝
因
之
。
龍
朔
こ
年
改
太
子
齋
帥
。
爲
太
子
典
設
郎
。

　
　
　
　
唐
二
本
唐
令
の
一
悪
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
四
號
　
　
七
一
二



　
　
　
　
唐
門
桑
畠
令
の
一
慧
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
谷
　
第
四
魏
　
　
七
二
ご

　
と
あ
り
、
『
新
唐
壼
日
』
百
官
志
の
注
に
て
は

　
　
龍
朔
二
年
。
改
齋
帥
寧
日
典
設
局
。
齋
帥
日
郎
。
有
墨
譜
史
二
人
。
書
吏
四
人
。
幕
士
二
百
四
十
五
人
。
掌
固
十

　
　
二
人
。

　
と
あ
わ
、
『
通
血
ハ
』
懇
三
十
、
太
子
鷹
子
の
條
に
は

　
　
血
ハ
設
郎
。
南
齊
畳
齋
居
局
。
齋
庫
丞
一
人
。
梁
齋
内
局
。
各
概
有
司
以
丞
其
事
。
陳
因
之
。
北
齊
門
下
坊
有
齋
師

　
　
局
。
有
太
子
齋
師
内
閣
師
各
二
人
。
階
如
北
蓮
華
。
大
唐
典
設
局
有
郎
四
人
。
掌
凡
大
祭
祀
士
卒
灘
掃
鋪
陳
之
事
。

　
と
あ
る
。
『
通
典
』
の
記
載
の
み
よ
り
見
れ
ば
、
唐
の
典
設
局
は
唐
初
よ
り
斯
く
黒
し
た
る
も
の
＼
如
く
見
ゆ
る
が
、
．

『
大
唐
六
典
』
、
『
錦
窯
．
』
暮
志
に
徴
す
れ
ば
齋
鷲
の
名
篇
繕
代
暴
の
も
の
で
唐
初
も
無
籍
七
尚
宗
の
龍
働

朔
二
年
に
至
り
て
は
じ
め
て
典
設
局
と
改
逸
せ
ら
れ
、
爾
來
典
設
局
の
名
を
以
て
終
始
し
た
る
如
く
に
も
見
ゆ
る
。
然

れ
ど
も
『
通
典
』
『
大
唐
六
典
』
何
れ
も
未
だ
細
を
濫
さ
ざ
る
も
の
、
如
く
、
『
唐
断
割
』
恕
六
十
七
、
左
前
坊
の
條
に
附
設

局
と
題
し
て

　
　
典
設
局
。
武
徳
命
爲
濟
司
局
。
典
設
郎
。
爲
太
子
齋
郎
、

　
と
あ
れ
ば
、
此
の
告
文
の
齋
難
局
に
謝
比
す
べ
き
『
大
唐
六
攻
口
』
の
典
設
局
は
『
武
徳
令
』
に
て
は
四
緑
局
と
禰
し
だ
る

を
知
る
べ
く
、
乃
ち
貞
槻
十
一
年
に
『
貞
観
命
』
の
登
布
せ
ら
る
、
迄
は
濟
司
局
で
あ
っ
た
鐸
で
あ
る
。
然
れ
ば
此
の
遺

文
所
見
の
齋
帥
局
は
理
論
上
、
唐
の
武
徳
年
間
ま
で
は
遡
り
得
ざ
る
鐸
で
、
少
く
と
も
貞
槻
十
一
年
以
後
の
欝
欝
と
見



な
け
れ
ば
な
ら
す
、
弼
し
て
龍
朔
二
年
に
は
血
ハ
設
局
と
改
繕
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
齋
帥
局
の
名
の
見
ゆ
る
此
の

遺
丈
の
制
は
、
決
し
て
『
武
徳
令
』
で
は
な
い
。
爾
ほ
私
の
目
階
し
π
る
漸
落
書
巻
刻
本
、
戴
気
血
、
郷
在
寅
、
銚
娘
の

三
野
同
校
の
『
通
船
』
に
て
は
齋
帥
を
轡
師
に
作
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
之
は
齋
帥
で
あ
っ
て
、
此
の
淺
簡
に
も
明
に
齋

帥
局
と
あ
る
、
然
れ
ば
齋
二
丁
の
名
霧
よ
り
す
れ
ば
、
此
の
遺
文
の
制
は
、
岩
槻
十
一
年
（
西
暦
六
三
七
年
）
よ
り
瀧
朔

二
年
（
西
暦
六
六
二
年
）
に
至
る
問
の
『
貞
窺
倉
』
か
『
永
徽
令
』
か
の
遺
文
に
相
違
な
い
と
推
察
せ
ら
れ
る
。

．
『
第
壼
断
簡
』
所
見
の
総
帥
局
の
次
の
断
燗
破
損
の
個
所
は
『
大
唐
六
典
』
懇
二
十
六
に
準
蒼
し
て
推
定
す
れ
ば
、
宮
門

局
、
太
子
右
春
坊
、
帥
ち
尊
書
の
蕾
灘
を
以
て
謂
へ
ば
客
門
局
、
太
子
右
撫
子
及
び
太
子
中
含
人
、
太
子
事
事
含
人
、

李
内
坊
の
篠
あ
た
と
塗
せ
ら
ゑ
き
も
の
な
ら
む
粧
矯
獲
せ
・
爲
に
蕩
讐
な
・
・
と
を
醐
一
・
・
す
個

る
こ
と
が
出
会
ぬ
。
然
れ
ど
も
此
の
推
定
に
大
過
無
か
ら
む
こ
と
は
、
断
欄
の
個
所
に
黙
々
遣
存
せ
る
諸
官
名
の
中
に

中
舎
人
二
人
、
通
事
含
人
入
入
、
典
謁
廿
一
入
、
導
客
舎
人
、
轡
師
六
人
、
内
給
使
等
の
官
職
名
の
見
ゆ
る
に
徴
し
て

略
ぼ
明
な
る
べ
く
、
中
暑
人
出
入
は
『
大
唐
六
典
』
怠
二
十
六
の
太
子
中
華
入
二
人
、
正
五
品
上
の
條
に
、
窺
事
舎
人
入

人
は
そ
の
太
子
蓮
事
含
入
入
人
、
正
七
昂
下
の
條
に
相
癒
じ
、
其
の
他
は
概
ね
そ
の
太
子
内
坊
の
條
に
野
比
せ
ら
れ
る
。

太
子
内
蓋
の
條
に
閣
師
、
給
使
な
ど
見
ゆ
る
は
、
此
の
漸
簡
の
閤
師
、
三
鼎
使
と
脈
絡
を
有
す
る
に
相
器
な
い
。
此
の

中
、
此
の
遺
文
の
官
制
の
晴
代
迄
遡
る
べ
き
も
の
な
る
や
否
や
を
知
る
上
に
煮
て
最
も
肝
要
な
る
も
の
は
太
子
中
舎
人

と
太
子
通
事
含
人
と
の
名
辮
で
あ
る
。

　
　
　
　
唐
二
本
漕
令
の
一
慧
丈
（
ご
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
四
號
　
　
七
二
三



　
　
　
　
唐
二
本
唐
令
の
識
凪
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
巻
　
第
四
號
　
　
七
二
四

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
太
子
〕
申
舎
人
灘
響
『
大
唐
六
典
秀
二
＋
六
に
糠
れ
ば

　
　
太
子
中
舎
人
。
本
釜
魏
太
子
舎
人
也
。
晋
恵
早
書
儲
宮
。
以
舎
人
四
人
有
文
學
才
美
者
。
輿
中
庶
子
共
理
文
書
。

　
　
至
成
寧
二
年
。
齊
王
仮
爲
太
傅
e
途
総
名
爲
中
舎
人
。
平
叙
同
術
書
郎
。
其
後
離
業
高
。
擬
黄
門
侍
郎
。
班
同
門

　
　
大
夫
。
…
…
宋
有
四
人
。
齊
有
一
入
。
群
書
四
入
。
高
書
一
人
。
與
中
庶
子
祭
酒
。
共
掌
其
坊
年
始
倉
、
班
第
入
。

　
　
正
六
品
。
陳
因
之
。
後
譜
第
五
品
上
。
北
齊
門
下
坊
年
占
入
。
品
同
後
鼻
。
階
改
爲
太
子
内
含
人
。
四
人
。
正
五

　
　
品
上
。
蝪
帝
減
二
人
。
皇
朝
復
爲
中
含
人
。
留
置
中
書
侍
郎
。

　
と
あ
る
。
之
に
よ
れ
ば
階
一
代
を
通
じ
て
常
に
太
子
内
含
人
と
愉
し
、
唐
に
入
り
て
太
子
中
素
人
と
改
め
ら
れ
た
も

の
ら
し
い
。
省
ほ
『
新
事
書
』
百
官
志
、
第
三
十
九
上
の
通
事
舎
人
の
罪
証
の
註
に
糠
れ
ば
次
の
如
く

　
　
陵
内
含
人
。
隷
典
書
坊
。
武
徳
初
。
改
日
中
含
人
。

　
と
あ
れ
ば
、
太
子
内
含
人
は
階
制
で
、
太
子
中
品
人
の
唐
制
な
る
こ
と
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
然
れ
ば

中
含
人
の
名
総
の
み
よ
り
撃
て
も
此
等
の
遺
文
に
見
ゆ
る
官
制
の
存
在
の
時
代
的
最
上
限
度
は
唐
の
武
徳
の
初
に
在
る

こ
と
が
明
で
、
断
じ
て
階
代
に
は
遡
り
得
澱
諜
で
あ
る
。

　
術
注
意
す
べ
き
こ
と
は
唐
代
に
於
け
る
中
含
人
の
官
蒋
の
沿
革
藁
菰
で
あ
る
。
右
に
掲
げ
た
る
『
大
唐
六
典
』
の
記
載

に
依
れ
ば
、
武
徳
の
初
よ
り
唐
一
代
を
逼
じ
て
、
中
舎
人
の
名
は
墾
更
無
か
b
し
も
の
、
如
く
に
見
ゆ
る
が
、
實
は
然

る
に
は
非
ざ
る
も
の
、
如
く
、
『
通
血
ハ
』
懇
三
十
、
中
器
量
の
條
に
は

（74）



　
　
中
夢
人
。
晋
成
立
初
Q
置
中
含
人
混
入
。
…
…
宋
亦
四
人
。
齊
有
一
入
。
梁
空
母
高
者
一
入
。
與
中
等
子
祭
洒
。

　
　
共
掌
其
坊
聡
慧
命
。
陳
因
之
。
後
唄
北
齊
並
有
之
。
階
日
内
舎
人
。
四
員
薦
門
下
坊
Q
蝪
帝
減
二
人
Q
大
唐
中
舎

　
　
人
二
員
。
掌
侍
繋
縛
書
奏
疏
通
剣
剣
事
擬
中
書
侍
郎
。
怪
事
三
年
。
以
皇
太
子
諜
忠
。
改
爲
内
舎
人
。
太
子
遜
位

　
　
而
官
復
奮
。
或
謂
之
太
子
中
書
舎
人

　
と
あ
れ
ば
階
一
代
は
内
舎
人
、
唐
土
よ
り
中
舎
人
と
な
り
、
間
も
な
く
皇
太
子
の
陳
王
難
の
諜
を
避
け
て
、
内
含
入

と
聡
し
、
次
で
中
舎
人
に
復
し
た
る
ら
し
く
、
宋
の
王
溝
の
『
南
濃
要
』
忽
六
十
七
、
左
春
坊
の
條
に
よ
れ
ば

　
　
中
允
。
武
徳
初
爲
内
允
、
三
年
三
月
十
日
頃
難
中
允
。
又
隷
門
下
坊
っ
三
面
三
年
八
月
二
十
日
。
叉
避
皇
太
子
諜
。

　
　
改
爲
内
允
。
中
含
人
改
爲
内
含
人
。
顯
慶
元
年
太
子
磨
。
復
意
中
允
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
と
あ
れ
ば
、
階
一
代
は
内
含
人
、
唐
に
入
り
て
中
罪
人
と
改
薦
せ
ら
れ
、
高
宗
の
黙
思
三
年
（
西
暦
六
五
二
年
）
入
月

二
十
日
よ
り
筆
管
元
年
（
西
暦
六
五
六
年
）
正
月
皇
太
子
陳
王
忠
の
思
せ
ら
れ
る
ま
で
は
諜
を
避
け
て
内
含
人
と
卸
し
、

顯
慶
元
年
二
月
以
後
は
再
び
中
等
人
と
幕
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
然
れ
ば
此
の
右
文
所
見
の
中
含
人
の
欝
は
唐
初
よ
り
永

福
三
年
入
月
二
十
日
に
至
る
迄
の
間
の
も
の
か
、
或
は
顯
慶
元
年
二
月
以
後
の
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
前

に
指
摘
し
た
る
典
膳
監
、
藥
藏
監
、
内
直
監
等
の
欝
は
何
れ
も
龍
朔
二
焦
以
前
の
幕
で
、
而
も
齋
帥
局
は
貞
槻
十
一
年

以
後
の
聡
な
れ
ば
、
中
舎
人
と
紫
藍
監
、
藥
藏
監
、
直
直
監
、
齋
叢
叢
と
の
聡
が
同
時
並
立
存
在
し
得
る
期
聞
は
、
貞

観
十
一
年
正
月
よ
り
永
徽
三
年
孟
月
に
至
る
約
十
六
年
問
と
、
顯
慶
元
年
二
月
目
り
呈
露
二
年
に
至
る
約
七
年
間
と
の

　
　
　
　
唐
二
本
唐
令
の
一
遺
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
七
ご
五



　
　
　
，
　
欝
…
二
本
膚
…
令
の
一
強
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
〃
二
十
巷
　
錐
四
號
い
　
　
七
二
六
　
・

二
期
間
の
み
し
か
無
い
課
で
、
そ
れ
以
外
の
期
間
に
て
は
此
等
諸
官
名
の
並
立
存
在
が
蘭
隔
矛
盾
を
生
す
る
Q
太
子
文

學
の
官
の
存
在
に
つ
き
之
を
龍
朔
三
年
の
創
置
と
見
れ
ば
血
ハ
膳
監
、
藥
藏
監
同
様
の
事
情
で
、
右
の
爾
期
聞
説
が
成
立

し
得
る
が
、
『
大
唐
六
典
』
の
説
の
如
く
太
子
文
學
の
創
置
を
顯
慶
年
間
と
見
れ
ば
、
此
の
巡
文
の
制
は
諸
恋
龍
朔
の
聞

の
数
年
間
、
今
少
し
く
嚴
密
に
謂
へ
ば
青
煮
の
初
頃
の
一
、
二
年
間
の
も
の
よ
り
か
、
寧
ろ
貞
淑
十
一
年
正
月
以
後
永

徽
三
年
寒
月
に
至
る
期
間
の
も
の
と
罵
る
方
が
有
力
な
る
課
と
な
る
と
思
は
れ
る
。
中
舎
人
の
官
名
よ
り
此
の
遺
文
が

階
…
制
に
非
ざ
る
こ
と
は
極
め
て
明
確
で
あ
る
と
同
時
に
、
唐
制
と
は
い
へ
、
貞
槻
十
一
年
正
月
以
後
の
も
の
で
、
他
の

官
名
と
互
稽
墾
議
す
れ
ば
如
何
し
て
も
『
貞
槻
令
』
か
、
『
永
徽
倉
』
か
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
漁
こ
と
、
な
る
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
〔
太
子
〕
蓮
事
舎
人
鱗
艦
購
は
『
大
唐
六
典
』
懇
二
十
六
に
は

　
　
繋
留
儀
。
中
庶
子
下
等
門
下
通
事
守
歩
人
四
人
。
三
品
働
苦
難
Q
愛
冠
朱
服
。
又
庶
子
下
有
内
典
書
難
事
含
人
二

　
　
入
。
品
服
同
舎
人
。
擬
中
書
通
事
舎
人
。
掌
宣
曽
爾
書
内
外
啓
奏
。
立
中
庶
子
有
通
事
善
人
。
叉
庶
子
下
蓮
事
舎

　
　
入
二
人
。
親
南
壷
御
吏
。
並
一
班
。
從
九
品
目
陳
因
之
。
北
齊
門
下
坊
有
逓
単
二
預
人
粛
啓
。
晴
典
書
坊
有
通
事
含

　
　
人
入
入
。
正
七
品
書
。
黒
総
改
太
子
早
事
書
入
。
爲
宣
倉
善
人
。
皇
朝
復
讐
蓮
事
漁
人
。

　
と
あ
り
、
『
通
典
』
蓉
三
十
に
も
同
じ
こ
と
が
傳
へ
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
階
の
蝪
帝
の
改
聡
警
來
は
晴
末
ま
で
平
倉
含

，
入
と
聡
し
、
唐
朝
と
爲
り
て
〔
太
子
〕
蓮
事
舎
人
と
復
讐
せ
ら
れ
だ
る
も
の
、
こ
れ
亦
〔
太
子
〕
中
舎
人
の
名
膳
に
志
げ
る

（　rt　6）



と
同
機
、
此
等
遺
文
の
官
制
が
階
制
に
非
ざ
る
こ
と
を
雄
辮
に
薗
謹
せ
る
課
に
し
て
、
結
局
太
子
通
事
麗
人
の
名
総
の

み
よ
り
す
れ
ば
、
此
等
の
遺
文
の
制
は
唐
の
武
徳
の
初
以
後
の
も
の
な
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
右
に
指
摘
し
た
る
九
種
の
考
糠
に
徴
す
れ
ば
、
『
第
壼
断
簡
』
所
見
の
官
制
は
唐
の
貞
掘
十
一
年
正
月
よ
b
永
徽
三
年

入
園
に
至
る
期
間
か
、
顯
慶
元
年
二
月
よ
り
龍
朔
二
年
の
改
辮
に
至
る
期
間
か
、
こ
者
の
中
何
れ
か
の
期
間
の
も
の
な

る
こ
と
が
知
れ
る
Q

　
『
第
武
断
簡
』
以
下
は
其
の
紙
質
、
其
の
筆
致
が
『
白
墨
断
簡
』
と
等
し
く
、
且
つ
『
大
唐
六
血
眼
』
に
封
比
し
て
も
順
序
よ

く
蜀
比
し
得
る
な
れ
ば
、
恐
く
は
思
考
『
第
壼
断
簡
』
と
一
士
を
翻
せ
し
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
特
に
研
究
を
加
へ
る
必

要
も
無
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
斯
く
考
察
す
る
こ
と
は
軍
に
常
識
皮
相
的
で
、
筆
致
や
紙
質
が
等
し
く
と
も
、
共
に
一
憲

た
り
し
倒
閣
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
學
問
的
研
究
を
爲
す
と
い
ふ
立
脚
地
よ
り
順
次
思
者
を
加
へ
る
こ
と
、
す
る
。

　
む
　
　

　
墨
髭
導
入
聯
艦
鵬
は
『
大
唐
六
血
目
』
巻
二
十
入
の
太
子
左
右
衛
素
量
の
副
恋
†
二
人
に
鋼
照
す
べ
き
か
、
太
子
左
右
清
遣
帥

府
の
副
帯
二
人
に
封
比
す
べ
き
も
の
な
る
か
、
明
か
で
な
い
が
、
假
に
前
者
な
り
と
す
れ
ば
、
『
大
唐
六
血
ハ
』
憲
二
十
入
に

　
　
階
文
帝
置
。
蝪
帝
改
爲
左
右
侍
副
峯
。
皇
朝
復
爲
左
右
衛
整
理
。
龍
朔
威
亨
。
随
衛
聡
慧
。

　
と
あ
）
、
『
通
典
』
憲
三
十
、
左
右
衛
峯
府
の
條
に
は

　
　
後
暦
日
左
右
衛
峯
。
北
土
塁
之
左
右
衛
峯
坊
。
…
…
階
日
左
右
傘
。
兼
有
副
署
二
人
。
蝪
帝
改
左
右
衛
卒
爲
左
右

　
　
侍
拳
。
鍍
置
副
峯
二
人
。
大
唐
爲
左
右
衛
難
解
。
龍
塑
】
年
改
其
府
益
左
右
典
戎
衡
。
威
亨
元
年
復
讐
。

　
　
　
　
真
砂
本
唐
令
の
一
函
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
七
二
七

（77）



　
　
　
　
唐
二
本
丁
令
の
一
慧
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巻
　
第
四
號
　
　
七
二
八

　
と
あ
）
、
『
唐
會
要
』
懇
七
十
↓
、
東
宮
諸
衛
の
條
の
左
右
衛
拳
府
の
項
に
も
龍
朔
二
年
二
月
四
日
に
左
右
衛
峯
府
を

左
右
墨
画
衡
と
し
、
威
亨
元
年
十
二
月
十
四
日
薔
に
復
す
と
あ
れ
ば
、
左
右
衛
二
十
の
名
繕
は
、
唐
薯
よ
り
龍
朔
二
年

（
西
暦
六
六
二
年
）
二
月
初
迄
と
、
威
亨
元
年
（
西
暦
六
七
〇
年
）
十
二
月
中
旬
以
後
と
に
か
存
在
せ
ざ
る
諜
な
れ
ば
、
以

て
其
の
階
制
に
非
ざ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
矧
ん
や
『
第
萱
断
簡
』
に
太
子
文
學
の
無
き
こ
と
や
、
典
膳
監
、
藥
藏
監
、
内

事
監
、
齋
帥
局
の
官
名
あ
る
よ
り
槻
て
、
そ
の
威
亨
元
年
十
二
月
中
旬
以
後
の
も
の
な
ら
ざ
る
こ
と
の
明
確
な
る
を
や

で
あ
る
。
然
れ
ば
左
右
郡
県
府
の
名
珊
の
み
よ
り
謂
へ
ば
、
此
の
漸
簡
の
制
は
、
先
づ
唐
綴
よ
り
耳
翼
二
年
二
月
上
旬

頃
ま
で
の
も
の
と
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
若
し
こ
れ
を
太
子
左
右
清
道
帥
府
の
副
傘
二
人
な
り
と
す
れ
ば
『
大
唐
六

典
峯
＋
入
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個

　
　
階
交
帝
置
左
右
虞
候
。
冬
開
府
一
人
。
掌
斥
候
非
違
Q
…
…
蝪
帝
改
爲
左
右
虞
豊
野
。
叉
各
畳
二
人
置
皇
朝
因
之
。

　
　
龍
朔
二
年
改
爲
左
右
清
溢
衛
。

　
と
あ
り
、
『
通
典
』
憲
三
十
，
左
右
清
滋
傘
府
の
條
に
は

　
　
階
左
右
虞
候
。
各
置
開
府
一
人
。
…
…
蝪
帝
改
開
府
爲
左
右
虞
候
。
並
畳
副
率
二
人
目
大
唐
爲
左
右
虞
候
峯
府
。
…

　
　
…
龍
朔
二
年
改
爲
左
右
清
道
衛
Q

　
と
あ
り
、
之
が
早
事
以
後
露
量
と
改
め
ら
れ
、
中
墨
の
棘
龍
元
年
（
西
暦
七
〇
五
年
）
以
後
左
右
清
滋
峯
府
と
改
め
ら

れ
し
こ
と
『
唐
即
詠
』
懇
七
十
一
、
東
宮
諸
衛
の
條
の
語
れ
る
所
な
れ
ば
、
階
制
で
は
左
右
虞
候
、
唐
初
の
制
で
は
佐



翌
翌
候
選
別
に
し
て
、
以
て
そ
の
階
制
と
唐
初
夢
と
総
呼
を
異
に
せ
し
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
の
何
れ
の
副
峯
二
人
な
る

か
不
朋
な
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
此
の
遺
文
の
断
腸
の
個
所
に
は
購
制
な
ら
ざ
る
府
欝
が
存
し
陀
も
の
と
思
は
れ
る
。

〔0

q
〕
悪
童
籍
薫
辛
『
畿
漸
簡
』
の
末
行
に
見
ゆ
・
も
の
で
あ
・
。
末
行
に
は
壽
秦
塞
府
藍
と
あ

れ
ば
之
は
太
子
左
右
論
衡
十
三
の
條
た
る
こ
と
疑
を
容
れ
諏
。
之
は
『
大
唐
六
典
』
憲
二
十
八
、
『
新
唐
書
』
百
官
志
の
太

子
左
右
司
禦
拳
府
に
轡
比
す
べ
き
も
の
で
、
『
大
唐
六
血
ハ
』
に
は
。

　
　
階
…
文
帝
置
左
右
宗
衛
、
恋
†
各
一
入
○
副
恋
†
二
人
○
掌
領
宗
入
侍
衡
。
職
擬
左
右
事
忌
將
軍
。
加
置
行
参
軍
二
人
。

　
　
蝪
帝
改
爲
左
右
武
侍
峯
。
皇
朝
復
選
左
右
宗
術
Q
龍
朔
二
年
改
爲
左
右
司
禦
衛
峯
府
。
神
当
初
又
爲
宗
衛
。
開
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
初
復
爲
左
右
司
禦
輩
衛
〔
府
ヵ
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
と
あ
b
、
『
遍
典
』
懇
三
十
、
左
右
司
禦
率
府
の
條
に
も

　
　
蝪
帝
改
爲
左
右
武
油
墨
。
大
唐
復
爲
左
右
宗
衛
拳
府
。
龍
朔
二
年
改
爲
左
右
司
禦
衛
。
後
改
善
襲
踏
府
。

　
と
あ
れ
ば
、
此
の
遺
文
に
〔
太
子
〕
左
右
宗
衛
峯
府
と
あ
る
は
、
唐
初
以
後
、
定
朔
二
年
幽
翠
以
前
の
雅
馴
で
あ
る
。

以
上
指
摘
し
た
る
二
種
の
工
料
よ
り
論
ず
れ
ば
、
此
の
『
第
武
断
簡
』
所
見
の
制
は
唐
初
よ
り
龍
朔
二
年
上
薦
に
至
る
期

聞
の
も
の
と
親
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。
三
密
に
謂
へ
ば
武
徳
七
年
以
後
、
龍
朔
二
年
改
幕
時
ま
で
、
あ
ら
う
。

　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
〔
太
子
〕
左
右
壷
草
傘
府
節
隔
漸
は
『
大
唐
六
典
』
憲
二
十
入
、
『
新
達
書
』
百
官
志
に
も
見
え
る
。
『
第
墾
断
簡
』
に
て
は
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯉
二
戸
タ

堂
島
□
府
右
監
置
牽
府
准
琵
と
あ
れ
ば
、
そ
の
〔
太
子
〕
左
右
里
門
率
府
た
る
こ
と
疑
を
容
れ
ぬ
。
此
の
名
聡
は
『
大
唐
六
典
』

　
　
　
　
唐
二
本
丁
令
の
一
澱
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
七
二
九



　
　
　
　
唐
黒
本
唐
令
の
一
票
丈
（
ご
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
巻
　
第
四
盤
　
　
七
三
〇

憲
二
十
八
に

　
　
田
文
聯
弾
左
右
監
門
孝
心
一
入
。
副
率
二
人
。
…
…
丁
丁
改
爲
左
右
監
門
將
軍
。
…
…
皇
朝
復
改
爲
軍
門
拳
。
龍

　
　
朔
二
年
改
爲
左
右
從
腋
衛
。
威
亨
復
僖
。
心
墨
中
改
鵬
禁
衛
。
聯
龍
初
章
薔
。

　
と
あ
り
、
『
涌
…
典
』
『
唐
會
要
』
に
も
同
じ
こ
と
が
傳
へ
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
〔
太
子
）
左
右
監
門
幕
府
の
名
立
の
唐
初
に

於
け
る
存
在
は
、
馴
初
よ
り
龍
朔
二
暮
改
聡
ま
で
の
聞
で
、
此
の
書
生
よ
り
見
て
も
、
之
が
階
制
な
ら
ざ
る
こ
と
甚
だ

明
で
あ
る
。
威
望
以
後
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
論
ず
る
迄
も
な
い
こ
と
で
、
若
し
然
り
と
す
れ
ば
葛
粉
局
に
太
子
文
學

の
官
の
無
い
こ
と
や
、
典
膳
、
土
穿
、
内
直
糞
婆
の
名
の
存
在
な
ど
が
矛
盾
を
生
じ
て
興
る
。

蓉
除
毒
騒
は
鶉
の
『
壷
掌
典
』
の
文
の
示
す
導
、
階
の
暢
誌
代
は
左
右
監
論
叢
軍
で
・
膏
入
り
て
圃

左
右
監
門
峯
と
改
め
ら
れ
、
龍
朔
以
後
再
び
改
欝
さ
れ
π
の
で
あ
る
か
ち
、
此
の
逡
丈
に
〔
太
子
〕
左
右
監
門
峯
と
あ
る

は
、
そ
の
唐
初
以
後
、
習
業
憂
欝
以
前
の
官
制
を
記
し
た
る
も
の
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

〔Q

q
〕
暮
寒
纏
賑
は
『
大
壁
ハ
典
』
窓
二
＋
八
、
『
新
璽
暑
官
志
上
に
於
て
も
同
名
璽
・
の
・
が
、
『
大
壁
ハ

典
』
に
篠
れ
ば

　
　
階
文
帝
置
場
右
書
副
牽
。
領
東
宮
千
軍
備
欝
欝
奉
之
事
。
職
擬
千
守
將
。
其
下
酒
身
有
千
牛
備
骨
堂
人
。
掌
執
千

　
　
牛
刀
。
黒
身
左
右
十
六
人
。
掌
供
奉
弓
箭
。
備
身
二
十
人
。
掌
宿
衛
侍
從
。
蝪
産
子
内
恋
†
。
爲
正
五
品
。
皇
朝
因

　
　
之
。
加
至
四
品
上
。
瀧
朔
二
年
改
爲
左
右
奉
御
簾
†
。
空
聾
初
復
蕾
。



　
と
あ
り
、
『
道
典
』
恐
三
十
、
左
右
内
峯
・
府
…
の
條
に
は

　
　
階
債
左
右
傘
。
曲
率
各
一
人
Q
…
…
大
唐
難
物
右
内
衛
府
。
龍
朔
二
年
年
爲
左
右
奉
裕
衡
。
成
面
構
復
醤
。

　
と
あ
る
。
禅
話
改
総
後
の
名
は
『
大
唐
六
号
ハ
』
と
『
蓮
血
ハ
』
と
説
を
異
に
せ
る
が
薙
で
は
問
題
と
な
ら
す
、
結
局
階
の
文
帝

時
代
は
〔
太
子
〕
左
右
拳
府
、
揚
帝
時
代
以
後
は
〔
太
子
〕
左
右
内
生
苦
、
唐
の
高
儀
の
瀧
朔
二
年
（
西
暦
六
六
二
年
）
以
後

は
〔
太
子
〕
左
右
奉
草
聖
府
、
或
は
〔
太
子
〕
左
右
奉
裕
衛
、
威
亨
以
後
は
〔
太
子
〕
左
右
面
諭
府
、
中
興
の
棘
瀧
年
間
（
西
暦

七
〇
五
－
七
〇
六
年
）
以
後
も
〔
太
子
〕
左
右
内
拳
府
と
幕
せ
ら
れ
た
謬
で
あ
る
か
ら
、
選
交
所
見
の
〔
太
子
〕
左
右
内
率
府

の
繕
は
威
亨
以
後
の
欝
た
る
筈
は
な
い
の
で
、
之
は
如
何
し
て
も
階
の
蝪
帝
以
後
、
唐
の
高
宗
の
龍
朔
春
霞
以
前
の
名

爵
で
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。
況
ん
や
紳
龍
以
後
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
此
等
の
遺
文
の
中
の
他
の
官
名
に
、
鎧
玉
璽
三

等
一
二
を
除
け
ば
、
棘
龍
以
後
に
創
稽
或
は
復
醤
せ
ら
れ
淀
る
も
の
が
見
當
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
む
　
む

　
　
　
む

　
鎧
曹
墾
軍
聯
膨
魑
の
名
辮
は
此
の
遺
交
に
習
直
す
る
が
、
之
は
『
大
唐
六
典
』
に
習
見
す
る
冑
曹
豊
強
に
該
毒
す
る
も
の

で
、
『
大
唐
六
典
』
懇
二
十
入
、
太
子
左
右
衛
傘
府
の
條
の
冑
曹
墾
軍
の
箇
所
に

　
　
晴
置
爲
鎧
曹
。
皇
朝
因
之
。
長
安
中
麗
麗
冑
曹
墾
軍
。
紳
最
初
復
爲
鎧
曹
。
太
極
中
又
爲
冑
曹
。

　
と
あ
れ
ば
、
早
事
墾
軍
の
名
は
夕
闇
に
速
ま
り
、
則
天
武
后
の
長
安
年
間
師
ち
胎
嚢
の
嗣
聖
十
八
年
（
西
暦
七
〇
一

年
よ
り
同
二
十
一
年
（
西
暦
七
〇
四
年
）
に
至
る
問
ま
で
の
期
間
と
、
中
宗
の
紳
龍
（
西
暦
七
〇
五
年
－
七
〇
六
年
）
の

初
よ
レ
容
量
の
太
極
元
年
（
西
暦
七
．
一
二
年
）
に
至
る
ま
で
の
期
冊
と
の
二
期
間
の
み
に
存
在
し
た
る
官
名
で
あ
る
。

　
　
　
　
脚
…
二
本
唐
令
・
の
賦
竪
文
ヘ
ニ
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯵
二
ふ
r
谷
　
第
四
二
一
　
　
七
＝
巴
「

（81）



　
　
　
　
唐
二
本
唐
令
の
一
遺
丈
（
ご
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
谷
　
第
四
號
　
　
七
三
二

此
の
遣
文
の
官
制
が
紳
龍
以
後
の
も
の
た
ら
ざ
る
こ
と
は
前
に
屡
，
謹
明
せ
る
通
な
れ
ば
、
此
の
鎧
曹
墾
軍
が
階
代
以

來
、
顕
宗
の
亜
聖
十
再
議
乃
至
同
二
十
一
年
に
至
る
ま
で
の
間
の
も
の
な
る
こ
と
喋
々
を
要
せ
す
、
而
し
て
他
の
諸
官

職
名
聡
が
概
し
て
高
宗
の
龍
朔
二
年
改
聡
以
前
の
も
の
た
る
以
上
は
、
此
の
鎧
曹
二
軍
も
龍
朔
二
年
以
前
に
遡
ら
し
め

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
前
に
論
ず
る
蓮
り
、
『
第
萱
断
簡
』
所
見
の
司
警
護
の
職
員
の
中
に
太
子
丈
學
の
官
無
く
し
て
『
第

登
断
簡
』
の
制
が
顯
慶
龍
朔
年
間
を
下
ら
ざ
る
こ
と
の
露
な
る
に
参
稽
亙
審
す
れ
ば
、
蝦
蟹
墾
軍
に
続
は
る
些
末
な
ら

る
疑
問
の
如
き
は
一
掃
せ
れ
て
籐
あ
り
と
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
す
、
此
の
遺
文
の
鎧
曹
卵
舟
は
断
じ
て
中
宗
の
騨
龍
以

後
よ
り
容
宗
の
太
極
元
年
以
前
の
間
の
も
の
た
る
筈
は
な
い
。

多
量
鷺
は
『
蓄
蔵
ハ
』
窓
二
＋
九
の
白
露
『
新
墨
書
』
暮
雲
の
王
事
の
警
鐘
三
ξ
の
で
岡

三
。

　
師
一
入
聯
廉
購
は
『
大
唐
六
典
』
懇
二
十
九
に
は
傅
一
入
と
爲
っ
て
居
る
が
」
其
の
沿
革
は

　
　
漢
心
租
濃
墨
。
諸
侯
毒
心
太
傅
。
輔
導
王
。
後
漢
書
傅
秩
二
千
石
。
魏
心
因
之
。
王
様
梁
心
慰
爲
師
。
後
魏
始
藩

　
　
王
二
面
四
三
藩
王
各
有
師
傅
。
北
齊
唯
墨
書
。
階
梯
叔
昆
弟
皇
子
飛
鳥
王
者
潰
師
。
皇
朝
因
之
。
開
元
初
出
爲
傅
。

　
と
あ
り
、
『
通
典
』
懇
三
十
一
、
歴
代
王
侯
封
爵
公
主
井
官
脇
附
の
條
の
唐
の
箇
所
に
は

　
　
親
王
府
。
置
傅
一
人
獅
醐
矯
騨
釧
謬
構
胴
麟
僻
吻
置

　
と
あ
り
、
『
唐
會
要
』
窓
六
十
七
、
王
府
官
の
條
に
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．



　
　
武
｛
徳
A
胴
O
師
一
入
ハ
○
直
心
壁
苫
二
年
十
一
月
μ
十
九
日
改
爲
一
憐
円
。
開
一
兀
二
年
九
月
エ
ハ
日
省
。
已
後
復
置
O

　
と
あ
れ
ば
、
此
の
師
は
宋
巌
窟
陳
書
來
の
蕾
制
に
し
て
唐
も
之
を
襲
ひ
、
遠
雷
の
景
雲
二
年
（
西
暦
七
一
一
年
）
十
一
月

十
九
日
以
後
、
傅
と
改
蒋
せ
ら
れ
、
開
元
二
年
九
月
に
省
か
れ
て
、
其
の
後
復
た
設
け
ら
れ
た
官
で
、
乃
ち
『
大
唐
六
典
』

に
は
傅
一
人
と
爲
っ
て
居
る
。
然
れ
ば
師
一
人
の
官
名
の
み
よ
り
罷
れ
は
、
景
雲
二
年
以
前
受
認
ま
で
遡
ら
し
む
べ
き

も
の
な
る
か
は
不
明
で
、
甚
だ
翅
然
と
し
て
居
る
が
、
同
じ
『
第
墾
断
簡
』
に
見
ゆ
る
〔
太
子
〕
左
右
監
門
怨
府
、
左
右
監

門
衛
、
〔
太
子
〕
左
右
内
灘
府
の
沿
革
に
徴
す
れ
ば
、
此
の
師
一
人
の
制
は
、
唐
初
よ
り
龍
朔
二
霊
歌
幕
に
至
る
迄
の
期

間
の
も
の
と
解
繹
せ
な
け
れ
ば
な
ら
訟
。

　
叙
上
五
種
の
考
糠
よ
り
論
ず
れ
ば
、
此
の
『
第
墾
断
簡
』
所
見
の
制
は
、
唐
初
よ
り
讃
評
二
年
置
欝
に
至
る
迄
の
期
間

の
も
の
と
判
定
せ
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。

舘
塑
舞
二
人
、
面
ハ
寒
鶏
二
入
驕
藤
見
ゆ
・
『
第
四
断
簡
』
は
『
毒
断
麓
に
籍
す
べ
き
・
と
明
警

る
も
の
な
れ
ば
、
臨
め
て
論
ず
る
迄
も
な
い
が
、
序
な
が
ら
論
及
す
れ
ば
、
此
の
二
官
は
『
大
唐
山
骨
ハ
』
懇
二
十
九
に
て

は
定
員
一
人
と
あ
）
、
『
新
唐
書
』
百
官
志
下
に
て
も
各
一
入
と
あ
る
。
『
大
唐
六
典
』
懇
二
十
九
に
櫨
れ
ば

　
　
漢
魏
晋
宋
齊
梁
倉
曹
塞
軍
。
階
親
王
嗣
王
府
有
倉
曹
参
軍
。
蝪
帝
空
寂
倉
罫
書
佐
。
皇
朝
復
金
倉
講
参
軍
。
L

　
　
梁
陳
土
壁
有
中
兵
曹
墾
軍
。
中
直
兵
曹
墾
軍
縮
一
人
。
後
魏
有
皇
子
府
中
兵
参
軍
。
始
藩
王
二
藩
王
有
兵
曹
参
軍
。

　
　
北
爆
皇
子
府
有
中
兵
書
兵
墾
軍
。
階
親
王
嗣
王
府
有
兵
曹
粛
軍
。
蝪
罫
書
爲
兵
曹
書
記
。
皇
朝
復
爲
兵
曹
墾
軍
。
L

　
　
　
　
唐
二
本
唐
令
の
一
遽
丈
（
ご
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
七
三
三
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唐
田
本
唐
令
の
一
躍
文
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
　
第
四
號
　
　
七
三
四

　
と
あ
れ
ば
、
古
く
は
討
ぬ
る
を
須
ひ
す
、
階
も
蝪
帝
以
後
は
そ
れ
風
倉
曹
書
佐
、
兵
曹
書
佐
と
欝
し
、
自
然
其
の

他
の
磁
歪
墾
軍
事
、
戸
曹
参
軍
事
、
騎
嘉
島
軍
事
、
法
曹
参
軍
事
、
重
曹
墾
軍
事
も
そ
れ
み
＼
二
曹
書
佐
と
卸
し
、
参

軍
事
は
行
書
佐
、
行
墾
軍
は
長
兼
行
書
佐
と
呼
ば
れ
た
諜
で
、
階
位
ま
で
階
の
親
王
府
の
官
に
は
墾
軍
事
、
或
は
重
三

の
欝
は
無
い
諜
で
あ
る
か
ら
、
此
の
遺
文
の
倉
曹
塗
箪
事
、
兵
曹
墾
軍
事
等
の
官
職
名
が
階
…
の
蝪
帝
時
代
の
建
制
な
ら

ざ
る
こ
と
は
甚
だ
明
確
な
る
の
み
な
ら
す
、
叉
階
…
の
聖
帝
以
前
に
遡
り
得
ざ
る
こ
と
も
明
確
で
、
書
佐
の
総
の
腰
せ
ら
囁

れ
て
雄
偉
墾
軍
事
と
復
遷
せ
ら
れ
た
る
は
唐
朝
に
入
り
て
の
こ
と
な
れ
ば
、
此
等
の
諸
曹
墾
軍
事
の
辮
呼
は
唐
の
武
徳

の
初
以
後
の
も
の
、
乃
ち
諸
曹
参
軍
事
の
名
総
の
み
よ
り
観
れ
ば
、
此
の
蓮
文
の
官
制
が
唐
の
武
徳
の
初
以
後
の
も
の

た
る
こ
と
瞭
然
た
り
と
舶
繭
へ
る
。
而
し
て
其
の
蕃
書
事
と
奪
る
は
塵
代
を
通
じ
て
逸
せ
ら
れ
ざ
・
な
れ
岡

ば
、
其
の
時
代
的
最
下
限
の
推
定
は
甚
だ
困
難
な
れ
ど
も
、
此
の
立
文
所
見
の
倉
曹
墾
軍
事
、
兵
曹
参
軍
事
が
開
元
以

後
に
も
降
ら
ざ
る
こ
と
は
、
此
の
断
簡
に
連
凝
す
べ
き
『
第
墾
断
簡
』
所
見
の
他
の
幾
多
の
官
職
名
の
浩
々
経
緯
よ
り
槻

て
も
明
確
な
る
こ
と
で
、
如
何
に
遽
く
降
げ
て
も
高
宗
の
龍
朔
以
後
に
は
求
め
得
な
い
。

　
叙
上
甚
だ
冗
長
な
る
考
謹
を
縷
述
し
た
る
が
、
大
平
の
根
本
方
針
と
し
て
、
四
断
簡
の
各
個
に
就
き
て
考
選
を
求
め

て
個
々
別
々
に
槍
討
し
、
以
て
其
の
制
の
存
在
實
施
期
間
を
考
定
せ
む
と
し
た
も
の
で
、
結
局
蓮
計
拾
八
種
の
考
慷
が
指

摘
せ
ら
れ
た
。
断
簡
の
個
別
的
考
定
が
絡
つ
た
結
果
は
、
薙
に
更
に
綜
合
的
に
大
槻
考
定
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
ぽ

り
綜
合
的
に
考
論
ず
る
に
先
ち
一
目
瞭
然
π
ら
し
む
べ
く
、
之
を
表
と
し
て
開
列
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。



官官ei，

一髪
　Pti三雲

北齊時代

初　
煤

階
陪
守

龍朔キ月

野州三与

・威亨元年

嗣聖←八年

神龍尤年

景雲二与

太極略

金
紗
本
唐
令
の
一
嵩
丈
（
二
）

第
二
十
巷
　
第
四
號

　
上
掲
の
表
に
徴
し

て
、
此
等
の
四
片
の

断
簡
に
見
ゆ
る
諸
官

が
符
節
を
合
し
た
る

が
如
く
一
齊
に
、
唐

初
よ
り
龍
朔
二
年
頃

迄
存
在
せ
る
所
の
制

な
る
こ
と
が
知
ら
れ

た
か
ら
、
此
の
四
片

　
の
断
簡
は
正
し
く
本

來
一
憲
を
遇
せ
し
こ

と
今
や
甚
だ
明
確

　
で
、
『
大
唐
六
典
』
の

‘
窓
二
十
ム
ハ
よ
り
巻
一
，
一

　
十
八
、
窓
二
十
九
に

七
三
五

（85）



　
　
　
　
唐
妙
本
唐
A
¶
の
一
逡
丈
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
・
巻
　

第
四
號
　
　
　
七
三
山
ハ

亙
る
部
分
に
順
序
よ
く
謝
比
し
得
ら
れ
る
の
も
當
然
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
而
し
て
此
の
難
文
所
見
の
拾
七
種
の
官

が
同
時
に
並
立
し
得
て
而
も
太
子
文
學
の
官
の
存
在
せ
ざ
る
期
間
を
索
む
れ
ば
、
甲
は
貞
潔
十
一
年
正
月
よ
り
層
群
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　

混
入
月
読
の
間
、
乙
は
増
配
元
年
二
月
よ
り
龍
朔
二
年
二
月
迄
の
間
と
い
ふ
二
期
間
の
み
し
か
な
い
。
永
徽
三
年
八
月

よ
り
顯
慶
元
年
二
月
迄
の
聞
の
如
き
は
中
舎
人
の
官
が
存
在
し
得
な
く
な
り
、
唐
初
よ
り
貞
観
十
一
年
正
月
迄
の
間
の

如
き
は
齋
帥
局
が
存
在
し
得
な
く
な
る
な
ど
、
明
瞭
な
る
矛
盾
を
生
す
れ
ば
、
如
何
し
て
も
右
の
甲
乙
二
期
間
の
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
（

限
定
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
甲
の
期
間
な
ら
ば
拾
六
個
年
間
に
し
て
、
そ
の
初
期
に
『
貞
懇
命
』
、
そ
の
後
期
に
『
永
徽
令
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
（

行
は
れ
た
る
時
代
、
乙
の
期
間
な
ら
ば
七
個
年
間
に
し
て
『
永
徽
令
』
の
行
は
れ
た
る
時
代
で
あ
る
。
然
も
藩
し
『
大
唐

六
典
』
の
説
の
勢
李
董
の
官
の
製
薪
塁
間
に
在
養
す
れ
ば
、
⑳
の
期
間
の
重
し
得
る
簸
華
年
圃

ご
月
よ
り
そ
の
置
か
る
る
迄
の
短
期
間
と
な
る
。
假
に
『
通
典
』
の
説
を
是
な
り
と
し
て
、
太
子
丈
學
の
創
概
を
龍
朔
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
と
し
て
も
甲
乙
の
二
期
間
よ
り
他
に
擬
定
す
べ
き
期
間
は
無
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
甲
の
期
問
に
擬
す
れ
ば
此
の
遺

交
の
制
は
『
貞
糊
令
』
か
『
永
徽
令
』
か
で
あ
り
、
乙
の
期
間
に
擬
す
れ
ば
『
永
徽
令
』
で
あ
る
が
、
而
も
此
の
浮
文
に
は
門

番
の
年
紀
の
徴
す
べ
き
も
の
も
無
け
れ
ば
、
書
落
の
年
次
に
詣
り
て
此
の
東
宮
王
府
職
員
今
が
『
貞
女
命
』
の
断
簡
な
る

か
、
『
永
徽
倉
』
の
断
簡
な
る
か
は
之
を
判
定
す
る
こ
と
が
出
來
澱
。
若
し
『
貞
槻
令
』
『
永
徽
令
』
の
成
書
が
現
存
し
て
比

較
し
得
ら
る
、
な
ら
ば
斯
く
研
究
に
苦
心
す
る
必
要
も
な
い
が
、
二
者
の
逸
亡
せ
る
今
日
に
て
は
、
之
を
決
定
す
る
こ

と
は
全
く
不
可
能
な
喜
雨
に
在
る
Q
叉
此
等
拾
七
種
の
官
名
の
中
に
永
徽
二
年
閏
九
月
十
四
日
以
後
に
の
み
存
在
す
る



と
い
ふ
も
の
が
有
ら
ば
以
て
そ
の
『
貞
観
倉
』
に
非
ざ
る
こ
と
を
謹
明
し
得
る
も
、
斯
く
の
如
き
官
職
名
は
不
幸
に
し
て

見
當
ら
す
、
齋
外
局
の
名
総
よ
り
槻
て
そ
の
『
武
徳
命
』
残
簡
な
ら
ざ
る
こ
と
は
漸
言
出
溜
る
も
、
結
局
こ
れ
だ
け
の
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

職
名
に
て
は
『
貞
糊
合
』
残
簡
と
も
『
永
徽
令
』
害
心
と
も
槻
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
假
に
甲
の
期
間
と
割
箸
さ
れ
て
も
、

そ
の
『
貞
槻
令
』
『
永
徽
愈
の
何
れ
な
る
か
は
依
然
と
し
て
解
決
し
得
な
い
事
情
に
在
る
。

　
大
英
博
物
館
所
藏
の
『
轍
規
出
土
唐
代
職
員
令
断
簡
』
が
高
槻
又
は
永
徽
の
も
の
と
推
定
せ
ら
れ
て
而
も
確
實
に
は
そ

の
『
武
徳
令
』
の
断
簡
な
る
か
、
將
た
『
貞
聖
篭
』
『
永
徽
命
』
の
群
島
な
る
か
、
未
だ
學
問
的
に
立
脚
決
定
し
得
ざ
る
事
情

と
、
叢
に
私
が
遭
逢
せ
る
事
情
と
は
正
し
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
師
ち
大
英
博
物
館
所
藏
の
断
簡
は
王
孫
維
の
『
槻
堂
集

林
峯
±
の
『
唐
心
本
命
職
官
書
蹟
』
に
て
箋
蒔
倉
博
す
し
て
開
元
以
前
の
零
残
簡
な
皇
考
賓
進
岡

ん
で
『
武
徳
命
』
の
獲
簡
か
と
謂
ふ
に
封
、
し
、
法
馬
博
士
瀧
川
政
次
郎
氏
の
『
律
令
の
研
究
』
の
『
微
域
出
土
の
唐
網
官
命
断
．

片
に
就
い
て
』
の
説
に
て
は
、
三
師
の
官
が
三
公
と
共
に
置
か
れ
し
は
貞
観
六
年
に
し
て
『
貞
槻
令
』
に
於
で
は
じ
め
て
規

定
さ
れ
た
る
も
の
な
れ
ば
、
此
の
痩
簡
が
『
武
徳
令
』
た
る
．
べ
き
竺
n
が
な
く
、
貞
槻
六
年
以
後
、
臓
器
以
前
の
間
の
も
の
た

る
筈
に
し
て
、
蓋
し
貞
槻
、
永
徽
、
響
岩
、
儀
鳳
の
四
盃
中
の
一
な
ら
む
と
謂
は
れ
、
之
に
著
し
て
法
學
士
仁
井
田
陞

氏
は
『
唐
事
拾
遺
』
序
説
第
二
に
満
て
、
永
淳
以
後
も
出
面
と
開
府
と
は
件
へ
る
現
象
な
る
故
、
之
に
よ
り
て
永
淳
以
前

の
も
の
と
決
定
し
難
き
こ
と
を
馳
せ
ら
勉
て
暫
く
『
貞
観
命
』
以
後
、
開
元
初
年
以
前
の
令
と
考
へ
る
と
謂
は
れ
て
居
る
。

之
は
恰
も
入
室
を
濡
せ
ら
れ
て
、
室
外
を
全
癒
し
な
が
ら
帷
幕
を
隔
て
、
室
内
に
坐
す
る
男
女
年
齢
の
如
何
を
推
定
す

　
　
　
　
唐
謡
本
唐
令
の
一
遺
丈
（
ご
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
雀
　
第
四
號
　
　
七
三
七



　
　
　
　
唐
三
筆
唐
令
の
一
媒
酌
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
巷
，
第
四
號
　
　
七
三
入

る
が
如
き
事
情
に
在
る
爲
に
、
大
盤
は
決
定
的
結
果
に
近
接
し
な
が
ら
、
而
も
的
中
す
る
こ
と
を
得
な
い
状
態
に
在
る
。

私
の
今
の
場
合
も
亦
全
く
之
と
同
様
で
鳩
其
の
内
容
よ
り
槍
嘉
す
る
結
果
は
、
大
腔
よ
り
謂
へ
ば
葛
藤
十
一
年
正
月
以

後
、
瀧
朔
二
年
二
月
以
前
の
間
の
制
で
う
今
少
し
く
花
鶏
に
謂
へ
・
ば
貞
観
十
一
年
正
月
以
後
、
永
徽
三
年
入
月
露
の
間

か
、
確
論
元
年
二
月
よ
り
龍
朔
三
年
二
月
迄
の
間
か
、
此
の
扇
面
の
中
の
一
期
間
の
も
の
π
る
こ
と
は
明
確
な
の
で
あ

る
が
、
さ
て
，
『
貞
受
令
』
の
残
簡
な
る
か
『
永
契
合
』
の
そ
れ
な
る
か
は
鋼
遣
し
難
い
の
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
私
が
新
露
見
の
麿
命
の
一
春
鳥
と
し
て
叢
に
之
を
學
界
に
紹
介
し
、
且
つ
聯
か
考
謹
を
試
み
て
も
、
そ
の
『
貞

槻
令
』
獲
簡
な
る
か
『
永
徽
令
』
残
簡
篭
る
か
が
學
問
歯
科
學
的
に
立
翻
意
定
し
得
ら
れ
ざ
る
限
は
私
が
折
角
本
編
を
起
、

草
し
た
る
専
用
も
紗
少
で
あ
軌
髭
の
唐
鍵
禦
極
め
て
貴
書
す
べ
き
婁
李
あ
り
な
が
ら
そ
の
稀
重
な
る
倒

更
料
と
し
て
の
便
値
も
大
に
賎
し
く
な
る
課
で
、
こ
れ
で
は
龍
を
惹
い
て
途
に
購
を
瓢
じ
得
ざ
り
し
が
如
き
憾
あ
る
を

薫
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
伍
っ
て
私
は
更
に
一
歩
を
進
め
て
考
糠
を
明
示
し
、
以
て
之
が
『
貞
親
令
』
残
簡
に
は
擁
す
し

て
、
實
に
今
や
何
人
も
殆
ん
ど
全
く
そ
，
の
残
簡
の
遺
存
す
る
こ
と
を
豫
期
だ
に
せ
ざ
り
し
貴
重
な
る
『
永
徽
倉
』
の
残
簡

な
ら
む
こ
と
を
立
謹
決
定
し
元
い
と
思
ふ
。
■


